
町
で
は
、
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
木
造
住
宅
ま
た
は
危
険
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
耐
震
対
策
を
対
象
に
各
種
補
助
制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。
住
宅
の
耐
震
化
・
減
災
化

の
た
め
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
無
料
耐
震
診
断

住
宅
の
耐
震
改
修
を
お
考
え
の
方
は
、
ま

ず
は
町
の
無
料
耐
震
診
断
を
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
専
門
の
診
断
員
が
住
宅
に
お

邪
魔
し
て
一
時
間
程
度
の
診
断
を
行
い
、

後
日
、
結
果
報
告
書
を
お
渡
し
す
る
と
と

も
に
耐
震
改
修
を
行
っ
た
場
合
の
概
算
工

事
費
や
一
般
的
な
補
強
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

行
い
ま
す
。

▼
除
却
費
補
助
制
度

耐
震
診
断
の
結
果「
倒
壊
又
は
大
破
壊
の

危
険
あ
り
」も
し
く
は「
や
や
危
険
」と
判

定
さ
れ
た
住
宅
の
除
却
工
事
費
用
を
補
助

す
る
制
度
で
す
。
補
助
限
度
額
は
一
棟
あ

た
り
20
万
円
で
す
。

▼
段
階
的
耐
震
改
修
費
補
助
制
度

二
段
階
に
分
け
て
耐
震
工
事
を
行
う
方

に
、
２
度
に
分
け
て
工
事
費
用
を
補
助
す

る
制
度
で
す
。
一
段
階
目
で「
全
壊
を
防

ぐ
」工
事
を
行
い
、
二
段
階
目
で「
一
応
安

全
」基
準
に
す
る
工
事
が
対
象
で
す
。
通

常
の
耐
震
改
修
工
事
よ
り
、
一
度
に
係
る

耐
震
診
断
・
改
修
・
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
撤
去
費
補
助
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

費
用
負
担
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

補
助
限
度
額
は
、
一
段
階
目
60
万
円
、
二

段
階
目
30
万
円
で
す
。

▼
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
整
備
費
補
助
制
度

建
物
全
体
を
補
強
す
る
の
で
は
な
く
、
一

部
分
の
安
全
を
確
保
す
る
整
備
費
に
つ
い

て
補
助
を
行
う
も
の
で
す
。
補
助
限
度
額

は
30
万
円
で
す
。

▼
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
補
助
制
度

道
路
や
公
共
施
設
に
面
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀

等
を
す
べ
て
撤
去
す
る
工
事
費
用
を
補
助

す
る
制
度
で
す
。
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク

塀
等
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
レ

ン
ガ
・
大
谷
石
等
の
組
積
造
の
塀
で
、
道

路
等
か
ら
の
高
さ
が
１
ｍ
以
上
か
つ
組
積

造
の
部
分
が
80
㎝
以
上
の
も
の
で
す
。
補

助
限
度
額
は
10
万
円
で
す
。

▼
代
理
受
領
制
度
に
つ
い
て

補
助
金
の
申
請
者
が
、
工
事
業
者
に
補
助

金
の
受
領
を
委
任
す
る
こ
と
で
、
工
事
業

者
が
町
か
ら
の
補
助
金
を
直
接
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
申
請
者
は
、

工
事
費
用
か
ら
補
助
金
額
を
除
い
た
分
の

費
用
の
み
を
用
意
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な

る
た
め
、
当
初
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
申
込
数
に
は
上
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

ま
ち
づ
く
り
推
進
グ
ル
ー
プ

　

28
・
０
９
４
４

倒
壊
や
建
築
材
等
の
飛
散
の
恐
れ
の
あ
る

空
家
の
解
体
工
事
を
実
施
す
る
方
に
対
し
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

制
度
概
要

①
対
象
と
な
る
空
家

・
１
年
以
上
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と（
長

屋
又
は
共
同
住
宅
の
場
合
は
、
全
戸
に
お

い
て
１
年
以
上
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
）

・
延
べ
面
積
１
／
２
以
上
が
住
居
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と

・
木
造
で
あ
る
こ
と

・
個
人
が
所
有
し
て
い
る
こ
と

・
所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
な

い
こ
と

・
住
宅
地
区
改
良
法
に
規
定
す
る
不
良
住
宅

で
あ
る
も
の（
申
込
み
後
、
町
が
不
良
度

判
定
を
実
施
し
ま
す
。）

②
補
助
対
象
者

・
町
税
に
滞
納
が
な
い
方

・
空
家
の
所
有
者
で
あ
る
方

・
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関

係
を
有
す
る
者
で
な
い
方

③
補
助
額

　
上
限
20
万
円（
補
助
対
象
経
費
×
補
助
率

２
／
３
）

空
家
解
体
費
補
助
制
度
に
つ
い
て

　
詳
し
く
は
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

ま
ち
づ
く
り
推
進
グ
ル
ー
プ

　

28
・
０
９
４
４

３
月
22
日（
金
）か
ら
、
令
和
６
年
度
分
の

申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

▽
介
護
用
品
購
入
費
助
成
制
度　
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者（
介
護
保
険
料
の
滞
納
が

な
い
方
）を
常
時
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

町
内
在
住
の
方

▽
福
祉
タ
ク
シ
ー
制
度　
自
力
で
通
院
や
買

物
な
ど
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
要
介
護
・

要
支
援
認
定
者（
介
護
保
険
料
の
滞
納
が

な
い
方
）

▼
申
請
方
法　
い
ず
れ
の
制
度
も
、申
請
書
、

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
上
、

役
場
１
階
３
番
窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
現
在
助
成
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、
３
月
中
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
。

▼
問
合
せ　
保
険
課
介
護
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
０
１
０
０

介
護
用
品
・
福
祉
タ
ク
シ
ー

申
請
受
付

特
　
集

暮
ら
し
の
情
報

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信
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